
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計予算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　給与費は当初予算に計上された額である。

(3) 特記事項

合併以前の決算数字等、一部公表不可能な部分があります。

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

    （注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の
　　　　　　給与水準を示す指数である。
　　　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を
　　　　　　単純平均したものである。

１６年度

１６年度

１６年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

－

一人当たり給与費

－

平成１７年１０月１日爾志郡熊石町と山越郡八雲町が合併し、二海郡八雲町となったため、

区分

－

　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　　Ｂ

区　　分 歳出額　

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（１６年度末）

（参考）

　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円

職員数 給 与 費

　　　　　　Ａ

－－ －－

　　　　Ｂ／Ａ　　

人件費率

　　　　　　％

－－ －－

人件費

　　　　　　Ｂ

人　

－

給　 料 職員手当

実質収支
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（１７年１０月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円

円

歳 円 円

歳 円 円

円

　　　　②技能労務職

歳 円 円

円

歳 円 円

円

歳 円 円

円

歳 円 円

円

歳 円 円

円

歳 円 円

円

歳 円

円

                                                                      
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務手当な　　　　　 

(2) 職員の初任給の状況（１７年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 － －

円 円 － －

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（１７年１０月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

一般行政職

技能労務職

八雲町

国

八雲町

うち自動車運転手等

うち守衛・庁務員等

国

390,322

269,300

335,800

291,630

275,933298,400

326,411

307,829

381,969

292,471

341,108

353,429

388,010

369,064

317,937

382,092

平均給料月額 平均給与月額

385,222

363,770

平均給与月額

377,566

333,241

40.3

344,712

329,728

407,258

372,690

区 分 平 均年齢 平均給料月額

技術員

団 体

うち電気・ボイラー等

49.0

43.3

また、下段は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含

まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

一般行政職

技能労務職

民間事業者平均

類 似

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢

50.1

48.1

43.0

類似団体

329,084

51.9

366,281

初任給 ２年後の給料

356,760321,860

どの諸手当の額を合計したものである。このうち、上段はこれら全ての諸手当込みのもの

で あ り 、 地 方 公 務 員 給 与 実 態 調 査 に お い て 明 ら か に さ れ て い る も の で あ る 。

321,311

310,131

（注）１　「平均給料月額」とは、１７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

－－

228,750

285,00848.1 316,350

294,164

－　　　51.6

47.6

区 分

高　校　卒

経 験 年 数 ２ ０ 年 以 上
２ ５ 年 未 満

経 験 年 数 １ ５ 年 以 上
２ ０ 年 未 満

八　　　　雲　　　　町 国

134,000

－

189,600

初任給 ２年後の給料

大　学　卒

大　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

中　学　卒

中　学　卒

区　　　         分

296,543

249,465

経 験 年 数 １ ０ 年 以 上
１ ５ 年 未 満

高　校　卒

153,800

142,800

－

170,200

138,400

189,600

153,800

170,200

138,400
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（１７年１０月１日現在）

（注）１　八雲町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

　　　　　　　　人

7

職員数

６　　級

31

課長補佐

７　　級

５　　級

　　　　　　　　人

区　　分

１　　級

構成比

　　　　　　　　％

2.9

　　　　　　　　％

4.1

　　　　　　　　％

標準的な職務内容

２　　級

３　　級

主　事　補

４　　級

主　　　　事

主　　　　任

　　　　　　　　％

53 22.0

18 7.5

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

27 11.2

12.9

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

34.0

　　　　　　　　％

13 5.4

　　　　　　　　人

課　　　　長

課　　　　長８　　級

係　　　　長　

82

　　　　　　　　人

10

　　　　　　　　人
主　　　　事
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１級
4.1%
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２級
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２級
7.3%
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7.5%

３級
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３級
11.3%

４級
22.0%

４級
23.7%

４級
16.4%

５級
12.9%

５級
12.3%

５級
15.0%

６級
34.0%

６級
30.5%

６級
28.6%

７級
11.2%

７級
13.8%

７級
10.9%
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5.4%
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3.9%

８級
6.4%
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(2) 昇給期間短縮の状況

４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（１６年度）

千円　

（１６年度支給割合） （１６年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（　－　）月分 （　－　）月分 （1.6） 月分 （0.7） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(2) 退職手当（１７年１０月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。

 (3) 調整手当（１７年１０月１日現在）
千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

1.4

　　　　　比　　　　　　　　　　　率 　　　　　　　　　％

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ 　　　　　－

普通昇給機関（１２～２４月）を 　　　　　　　　　人

－

3.0

１６年度

職 員 数 　　　　　　　　　人

短縮して昇給した職員数
　　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

　　　　　比　　　　　　　　　　　率 　　　　　　　　　％

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ 　　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ 　　　　　－

全　職　種

１５年度

職 員 数 　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ 　　　　　－

普通昇給機関（１２～２４月）を 　　　　　　　　　人
短縮して昇給した職員数

3

　　　　　－

－

・役職加算　５～２０％　　・管理職加算　１０～２５％

国の制度（支給率）

－

－支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算）

八　　　　　雲　　　　　町 国

0.7

27.30 27.30

国

支給率

札幌市

支給対象地域

支給実績（１６年度決算）

区　　　　　　　　　　　　分

23

支給対象職員数

定年前早期退職特例措置　（２％～２０％加算）

・役職加算　　4　～　１２％

八　　　　　　雲　　　　　　町

21.00

3.7

21.00

59.28 59.2859.28

59.28

59.28

33.75 42.12 42.12

47.50 59.28

33.75

47.50

定年前早期退職特例措置　（２％～２０％加算）

－ －
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 (4) 特殊勤務手当（１７年１０月１日現在）
支給実績（１６年度決算） － 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算） － 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（１６年度） － 　％

本務として潜水作業に従事したとき。

特殊現場作業手当

潜水作業手当

医師研究手当

出張診療業務手当

消防業務手当

左記職員に対する支給単価

税務等手当

診療業務手当

牧場作業手当

夜間看護手当

往診手当

手当の種類（手当数）

医師　往診料の５０％以内の額

１時間　　１，０００円　

午前５時から午前６時前まで　　２３０円

午前６時から午前７時前まで　　１８０円

看護師・准看護師　　往診料の２０％以内の額

20

手当の名称

行旅死亡人等取扱従事手当

感染症防疫救治作業手当

感染症が発生し、または発生するおそれがあ
る場合において、感染症の疑いのある患者
の救護又は感染症の病原体の付着した物件
若しくは付着の危険のある物件の処理作業
に従事したとき。

手　当　内　容　と　対　象　職　員

正規の勤務時間の全部又は一部が、深夜
（午後１０時から午前５時の間）に行われる入
院患者の看護に従事したとき。

消防職員が隔日勤務に従事したとき。

消防職員が火災等の災害及び救急業務のた
め出勤し当該業務に従事したとき。

汚物処理作業手当

災害救急業務手当

緊急診療待機手当

家畜伝染病防疫等業務手当

地籍調査等作業手当

家畜伝染病の検査又は注射等に関する業務
に従事するため、外勤又は出張を命ぜられ、
その事務に従事したとき。

水産課の職員が指導船に乗組み漁業の指
導又は調査の業務に従事したとき。

正規の勤務時間の始期が午前５時から午前
７時までの間にあるとき。

指導船等乗組業務手当

早朝出勤手当

医師　手術料の２０％以内の額

看護師・准看護師　　手術料の１０％以内の額

月額３５０，０００円以内とし別に定める。

熊石国保病院に勤務する医師が患者の依頼
により往診したとき、医師及び同伴した看護
師、准看護師に支給。

熊石国保病院に勤務する医師が手術したと
き、医師及び手術を補助した看護師、准看護
師に支給。

１日　　２３０円

その他の職員　　　　　　　   ３６０円

１回　　　　　４００円

手術手当

１日　　　　２３０円

午後５時から翌日午前８時３０分まで　　　　　１，５００円

午前８時３０分から翌日午前８時３０分まで　　３，０００円

１日　　　１５，０００円

総合病院に勤務する職員が緊急を要する診
療のため、正規の勤務時間外において待機
することを命ぜられたとき。

本務として災害発生現場における応急作業
（指揮・監督を含む）に従事したとき。　建設課
及び熊石総合支所建設管理課に勤務する職
員が本務として暴風雪、大雪警報又は風雪
大雪注意報の発令下において行う除雪車に
よる除雪作業に従事したとき。

病院に勤務する医師が他の病院又は医院等
の診療に従事したとき。

１日　　　　　２３０円

地籍調査及びこれに類する業務のため山間
辺地における現地調査又は測量等の作業に
従事したとき。

行旅死亡人又は引受人のない死亡人の収容
及び埋火葬並びに、身元引受人に遺体を引
き渡す作業に従事したとき。

日額　　２９０円

本務として汚物処理作業（犬猫等の死体処理
及び有害生物の駆除作業を含む）に従事した
とき。

町営牧場に勤務する職員が牧場作業に従事
したとき。

本務として、町税事務（税外収入事務を含む）
に従事するために外勤又は出張を命ぜら
れ、その事務に従事したとき。

総合病院に勤務する医師が、診療業務に従
事したとき、診療収益に町長の定める率を乗
じて得た額。

消防司令補以上　　　　　　　４５０円

消防士長以上　　　　　　　 　４００円

熊石国保病院に勤務する医師が、医学研究
調査に従事したとき。

日額　　２３０円

（１）主任技術者　　　日額　２３０円
（２）その他の職員　　日額　１８０円

（１）動産の差押え又は引上げ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日額２３０円
（２）徴収及び賦課事務のうち指定する調査及び検査事務　　日額１８０円
（３）税外収入金の徴収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　日額２００円

勤務時間が４時間以上７時間未満　　　　３，３００円

勤務時間が２時間以上４時間未満　　　　　２，９００円

勤務時間が２時間未満　　　　　　　　　　　　２，０００円

１日　　　　１，５００円

１日　　　　２９０円
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

(6) その他の手当（１７年１０月１日現在）

円

－ －

円

円

円

－

（１６年度決算）
国の制度と

－ －

通勤距離区分に
より支給額決定 － －

支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算）

正規の勤務時間として午後１０時から翌日の５
時までの間に勤務した職員

支給実績（１６年度決算）

－

異なる内容

持ち家
国は２，５００円

－

千円

－

－ －

千円

千円 　　　－

平均支給年額
国の制度
との異同

　　　　－

千円

同

同
祝日法による休日等及び年末年始の休日等に
おいて、正規の勤務時間中に勤務した時間

支給実績（１５年度決算）

内容及び支給単価

配偶者　　　　13,000円

　　月額２３，０００円～６８，０００円

交通機関利用

　　４５，０００円～５５，０００円

　　　４５，０００円＋（運賃－４５，０００円）×1/2

乙地      　　　               3/100

借家(12,000円以下０円）

借家・借間又は自宅に居住している職員で主
たる生計者の職員に支給

休日勤務手当

　　　　　　１時間当給与額×135/100×時間数

　　　　　　１時間当給与額×25/100×時間数
夜間勤務手当

通勤手当

やむを得ない事情により、配偶者と別居し勤務
をしなければならない職員に支給

　　　＊２１日は平均勤務日数

　　　＊消防は隔日勤務のため１１日

　　　＊保育園は２２日

交通機関や自動車などの交通用具を使用し、
片道２キロ以上の距離を通勤する職員に支給

単身赴任手当

　　　５５，０００円超　　　　　　　　　５０，０００円

自動車等使用

片道×１キロ１５円×２１日×２（往復）

　　４５，０００円以下                      全額支給

異

異

親族を扶養している職員に支給

持ち家　　　　　　　　　　　　　5,000円　

配偶者以外の扶養親族２人まで（１人につき）
６，０００円

同

物価、生計費が特に高い地域に在勤する職員
に支給

手　当　名

住居手当

管理職手当

扶養手当

調整手当

支給職員１人当たり平均支給年額（１５年度決算）

２３，０００円以上５５，０００円以上

１１，０００円＋（家賃－２３，０００円）×1/2

支給職員１人当たり

（１６年度決算）

支給実績

１２，０００円以上２３，０００円　　　　　　　

家賃－１２，０００円

甲地     　　　           　　6/100
－同

－

３人目以降（１人つき）　　　　５，０００円

配偶者のいない職員の扶養親族のうち１人
１１，０００円

配偶者を扶養していない職員の扶養者のうち１
人　　　　　　　　　　　　　　　６，５００円

特定扶養（１５歳～２２歳）加算額（１人につき）
５，０００円

－

－

－

－

国は俸給の
特別調整額
として支給

－

－

熊石国保病院院長　　         　20/100

管理監督の立場にある職員に支給

異熊石国保病院副院長　　     　１５/100

総合病院院長　               　　13/100

総合病院副院長　              　11/100

その他管理職員　　　        　　10/100

6



円

熊石国保病院常直的な宿日直　　２１，０００円

－ －

熊石地区

35,340 異 － －
31,340

19,260

12,600

５　特別職の報酬等の状況（１７年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　　任期ごと

異

4.45
期
末
手
当

退
職
手
当

　（支給時期）

　　任期ごと

平均支給年額
（１６年度決算）

支給職員１人当たり

4.25

　　（算定方式）

８１０，０００円×５．３１３×勤続期間　　　　

　　（１７年度支給割合）

助 役

収 入 役

町 長

（合併後収入役をおいていません。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１，４００円

報
酬

寒冷地手当
国は在勤地
により支払区
分が決まる

世帯区分

国の制度と 支給実績
異なる内容 （１６年度決算）

その他

八雲地区

36,160

12,800

36,160

19,460

295,000

区 分 給 料 月 額 等

給
料

810,000

670,000

扶養なし世帯主

町 長

助 役

副 議 長

議 員

議 長

議 員

議 長

666,000 520,000

356,000 269,300

（参考）類似団体における最高／最低額

690,000905,000

724,000 540,000

217,800

252,000 197,000

273,000

195,000

副 議 長 230,000

　　（１７年度支給割合）町 長

一般職員に準じて、寒冷地手当を支給

助 役 ６７０，０００円×３．３５５×勤続期間　　　　　

助 役

管理職員特別勤務手当

６時間を越える場合は、上記の150/100

総合病院医師（平日）　２４，２００円　　

総合病院医師（休日）　　　３６，３００円

熊石国保病院医師（平日）　　２０，０００円

上記以外の施設に勤務する職員　　４，２００円

病院長　　８，０００円

病院副院長　　　６，０００円

その他の管理職員　　　　４，０００円

管理・監督する立場にある職員が臨時又は緊
急の用務で、休日若しくは年末年始の休日に
勤務した場合

千円

勤務内容に
より若干異な
る －

異

そ
の
他

区分が異なる

１１月から３月まで在職する職員に在住地区区
分により支給（平成２０年度まで経過処置）

扶養３以上世帯主

扶養３未満世帯主

町 長

－

・半日直（３.５時間～４.２５時間）は上記の1/2

正規の勤務時間外又は休日若しくは休暇日に
宿直又は日直をしたとき支給

国の制度
との異同

総合病院　助産師・看護師・准看護師

総合病院その他　　　　　　　　　　９，５００円

公民館に勤務する職員　　　　　　４，２００円

手　当　名 内容及び支給単価

宿日直手当

町営牧場に勤務する職員　　　　　７，３００円
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６　職員数の状況

　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 （平成１７年１０月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

(2) 年齢別職員構成の状況（１７年１０月１日現在）

　

(3) 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

定員適正化計画については、新町としての計画を策定する予定で作業を進めておりますので、現段階では、

公表できる数字がありません。

－ －

[       651          ］[                 ］ [           ］

6

平成１７年

一
般
行
政
部
門

議会 2

14
38
17
2

平成１６年

民生
衛生
労働
農林水産 27

－－

－

20

－

主 な 増 減 理 由

人

592

計

土木 25

対前年
増減数

商工 6

職 員 数

総務

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

56

94

187

消防 53

小　計

41教育特
別
行
政
部
門

小　計

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　　 門

病院

その他

277

小　計 311

水道 8

下水道

合　　計
592

40歳

区　分

32歳 36歳

35歳

～ ～

未満

～ ～

52歳

～

20歳 20歳 24歳 28歳

～ ～ ～ ～ ～

56歳 60歳44歳 48歳

以上

人 人 人 人 人 人 人

39歳23歳 27歳 31歳 59歳55歳43歳 47歳 51歳

156 58 72 81
職員数

510

人 人 人

29 60 63

人 人

62 59

税務

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比

５年前の構成
比

%
（例
）
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７　公営企業職員の状況

　(1)　水道事業

  　① 職員給与費の状況

     ア　決算

イ　予算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　給与費は当初予算に計上された額である。

ウ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（１７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（１６年度支給割合） （16年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（　-　　）月分 （　-　　）月分 （　-　） 月分   （  - ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（17年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　 千円 千円 １人当たり平均支給額 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。

区分 純損益又は実 総費用に占める総費用 職員給与費

１７年度

給　 料

区分 職員数

20.236,649

22,992

　　　　　　Ａ

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢

千円　

１人当たり平均支給額（１６年度）

八　　　　　　　雲　　　　　　　町

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

7,649

％　　　　

職員手当 期末・勤勉手当

38,247

一人当たり給与費

％　

給 与 費

Ｂ　

5,666 9,589

職員給与費比率

基本給

質収支

　　　　千円

181,367 △２６，６００

千円　

　　　　　　Ｂ／Ａ

33.75 42.12

団 体 平 均 － －

事 業 者

国　（一般行政職・団体平均等）

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

27.30

33.75 42.12

八 雲 町 46.8

Ａ  

5

１６年度

21.00

１人当たり平均支給額（１６年度）

水道事業　（一般行政職・団体平均等）

平均月収額

　　　　　計　　　　　Ｂ

（参考）

１６年度の総費用に占

める職員給与費比率

19.6

21.00 27.30

1,883 1,883

637,450

－

八　　　　　　　雲　　　　　　　町

398,176

47.50 59.28 47.50 59.28

59.28 59.28 59.28 59.28

3.7 0.7 3.7 0.7
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ウ　調整手当（１７年１０月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（１７年１０月１日現在）

千円

　円

　％

　　　

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（１７年１０月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

④ 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

一般職員と同じに、定員適正化計画については、新町としての計画を策定する予定で作業を進めております。

休日勤務手当

夜間勤務手当

宿日直手当

管理職員特別勤務手当

職員全体に占める手当支給職員の割合（１６年度） －

手当の種類（手当数） －

－支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算）

支給実績（１６年度決算） －

支給実績（１６年度算）

一般行政職の制度（支給率）

一般職員と同じです。

－

－支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算）

支給率 支給対象職員数支給対象地域

左記職員に対する支給単価手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

一般職員と同じです、水道事業として特別に支払われる手当はありません。

支給実績（１６年度決算） －

支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算） －

支給実績（１６年度決算） －

支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算） －

支給職員１人当たり
手　当　名 内容及び支給単価 との異同 異なる内容 （１６年度決算） 平均支給年額

国の制度 支給実績国の制度と

（１６年度決算）

管理職手当 一般職員に同じ

扶養手当 一般職員に同じ

調整手当 一般職員に同じ

住居手当 一般職員に同じ

通勤手当 一般職員に同じ

単身赴任手当 一般職員に同じ

寒冷地手当 一般職員に同じ

一般職員に同じ

一般職員に同じ

一般職員に同じ

一般職員に同じ
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